
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  生産等設備投資促進税制 

Ｑ：今年度の税制改正で、生産等設備投資

促進税制が創設されたとか。どんな税制なの

ですか？                                         

  

Ａ：取得価額の一定割合の特別償却又は税

額控除が認められる制度です。 

【解説】 

今年度の税制改正では、生産等設備投資促

進税制が創設されました。 

概要は、次のとおりです。 

 ①対象資産 

  対象となる生産等設備とは、法人の製造業

その他の事業の用に直接供される無形固定

資産と生物以外の減価償却資産で構成され

るもので、本店、寄宿舎等の建物、事務用

器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は

該当しない。 

 ②取得価額要件 

  国内生産等設備の取得価額の合計が次のい

ずれをも上回ること 

  ・償却費として損金経理した金額 

  ・(前期の国内生産設備等の取得価額の合

計)×110％ 

 ③税制の措置 

  対象資産のうち機械装置を国内の事業の用

供したときは、取得価額の30％の特別償却

又は３％の税額控除との選択適用ができる。 

 ④対象法人 

  青色申告書を提出する法人(平成25年４月

１日から平成27年３月31日までの間に開始

する各事業年度(設立事業年度は除かれ

る)) 
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